






















































































































































































赤宇： ，設袖， 運用又は体制の相迫（設計方針の相迫）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0
第8条火災による撮偽の防止(.SI}添1貸料1本文

大飯発竜所3/4号炉

泊発電所3 号炉の殺針基準対象施餃における火災防謹に係る甚準親則等への適合性について）

'i芋： ，記載似所スは ，，L,i,\.内容9)相，こ（ ，；じ机方針C1)祖心）
緑宇：心載ig現． 設9ii名称の相．送（火買的な相迫なし）

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について（参考資料

2) 

その他、 発電用原子炉施設に想定される自然現象は、 落雷 、 津波、

火山、 森林火災、 竜巻、 積雷、 生物学的事象、 地すべり 、 洪水及び高

潮がある。火災感知設備がこれらの自然現象の影響により 、 機能 、 性

能を阻害された場合には、 基本的には設備の予備等を用いて早期の

取替え復旧を行うこととするが 、 必要に応じて火災監視員の配匿や、

代替消火設備の配備等を行い 、 必要な機能を維持することとする。

女川原子力発竜所2号炉
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以上より ， 火災感知設備及び消火設備は， 地展対策及び地盤

変位対策を実施する設計とすることから， 火災防護に係る審査

基準に適合するものと考える．

(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について

上記の自然現象を除き ， 女川原子力発電所2号炉で考慮すべき自然

現象については， 津波， 竜巻降水， 積雷， 地滑り ， 火山の影響 ， 生

物学的事象及び高潮がある。これらの自然現象及び森林火災により

感知及び消火の機能， 性能が阻害された場合は， 原因の除去又は早期

の取替， 復1日を図る設計とするが ， 必要に応じて火災監視員の配浬

や， 代替消火設備の配備等を行い， 必要な性能を維持することとす

る。
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第J-23図：地展変位対策の実施例

以上より， 火災感知設備及び消火設備は， 地展対策及び地盤

変位対策を実施する設計とすることから， 火災防護に係る審査

基準に適合するものと考える。

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について

上記の自然現象を除き， 泊発電所3号炉で考慮すべき自然現象に

ついては， 津波 ， 竜巻降水， 積君， 地滑り ， 火山の影響生物学的

車象及び高潮がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及

び消火の機能， 性能が阻害された場合は ， 原因の除去又は早期の取

替復1日を図る設計とするが ， 必要に応じて火災監視員の配匿や ， 代

替消火設備の配備等を行い， 必要な性能を維持することとする。

相違理由

[Jc飯I

■記載方針の相違

（女JII実纏の反映）

（女JI|l

■設計の相違

設備構成の柑違

1女）III

■設伯名称の相違

1人飯I

■記諭方針の柑違

（女JII実ほの反映：菅色

ぜゲ）


























































































































































